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　源泉徴収についてお分かりにならない点などがありましたら、ご遠慮なく
税務署にお尋ねください。

★ 平成28年以後に税務署に提出する申請書等には、源泉徴収
義務者のマイナンバー（個人番号）又は法人番号を記載する
必要があります。
★ 平成28年以後は、給与所得者から給与所得者本人又は配偶
者等のマイナンバー（個人番号）が記載された「扶養控除等
申告書」等の提出を受ける必要があります。
★ 給与などの支払に係る源泉徴収票（税務署提出用）には、
給与所得者本人等のマイナンバー（個人番号）を記載する必
要があります。
　　なお、受給者交付用の源泉徴収票には、マイナンバー（個
人番号）の記載はしないこととされています。

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）について
平成28年1月から、マイナンバー制度が始まりました。

源泉徴収のしかた

マイナンバーキャラクター
マイナちゃん



 この「源泉徴収のしかた」は、給与の源泉徴収事務を中心にその概要を説明したもの
です。正しく源泉徴収をするため、この説明書を十分活用していただきたいと思います。

凡   例

１  この「源泉徴収のしかた」は、平成２８年１１月１日現在の所得税関係法令の規定に基づいて作成
してあります。
２ 文中で用いている略語は、次のとおりです。
 所   法……………所得税法（昭４０法律第３３号）
 所   令……………所得税法施行令（昭４０政令第９６号）
 所   規……………所得税法施行規則（昭４０大蔵省令第１１号）
 措   法……………租税特別措置法（昭３２法律第２６号）
 措   令……………租税特別措置法施行令（昭３２政令第４３号）
 措   規……………租税特別措置法施行規則（昭３２大蔵省令第１５号）
 法   法……………法人税法（昭４０法律第３４号）
 平 ○ 改 正
 法 附 則……………所得税法等の一部を改正する法律（平○法律第△号）附則

 復興財確法……………東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保
           に関する特別措置法（平２３法律第１１７号）
 復 興 特 別
 所得税省令……………復興特別所得税に関する省令（平２４財務省令第６号）

 実施特例省令…………… 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関す
る法律の施行に関する省令（昭４４大蔵・自治省令第１号）

 基   通……………所得税基本通達（昭４５直審（所）３０）
 措   通……………昭６３. ３. ３１付直法６－８ほか１課共同「租税特別措置法に係る所得税の取扱い
             《源泉所得税関係》について」通達
 措 通（譲）……………平１４. ６. ２４付課資３－１ほか３課共同「租税特別措置法（株式等に係る譲渡

所得等関係）の取扱いについて」通達
３ 文中、例えば「所法９

また、略語の前に「新」と表示している条項については、平成２９年１月１日から施行されます。
①三イ」とあるのは、所得税法第９条第１項第３号イの条項を示します。
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